
  

津市中小企業振興事業補助金交付要綱 

 

平成２９年３月３１日訓第４６号  

 

改正 平成３０年３月３０日訓第３４号 

 令和３年３月３１日訓第３０号 

 令和５年３月３１日訓第２９号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における中小企業の経営基盤の強化及び地域経済の

活性化を図るため、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。

以下「規則」という。）の規定に基づき補助金を交付することに関し必要な

事項を定めるものとする。 

（補助金の名称等） 

第２条 補助金の名称、交付の目的、交付の対象となる事業（以下「補助事業」 

という。）の内容、交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）、 

交付限度額及び交付の対象となる者は、別表のとおりとし、予算で定める範

囲内において、これを交付するものとする。 

（交付申請の期限等） 

第３条 規則第３条第１項の別に定める期日及び同項第４号の市長が必要と認

める書類は、別に定める。 

（申請の取下げ） 

第４条 規則第７条の市長が定める期日は、補助金の交付の申請をした者が規

則第６条各項の規定による決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過

した日とする。 

（実績の報告） 

第５条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までにこれを行わなけれ

ばならない。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



  

附 則 

（施行期日） 

１ この訓は、平成２９年４月１日から施行する。 

（津市生産性向上促進事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 津市生産性向上促進事業補助金交付要綱（平成２７年津市訓第６４号）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の津市生産性向上促進事業補助金交付要綱第９条

の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 

附 則（平成３０年３月３０日訓第３４号） 

１ この訓は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市中小企業振興事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施行の

日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月３１日訓第３０号） 

１ この訓は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市中小企業振興事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施行の

日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月３１日訓第２９号） 

１ この訓は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市中小企業振興事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施行の

日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金につ

いては、なお従前の例による。 

 



  

 

。 

別表（第２条関係） 
補助金の名称 交付の目的 補助事業の内容 交付対象経費 交付限度額 交付の対象となる者 

人材育成支援事業

補助金 
中小企業の人

材育成を支援

することによ

り、経営基盤

の強化及び地

域経済の活性

化を図る。 

研修会の開催又は 
研修会への参加 

次に掲げる額の合計額 
⑴  研修会を開催する場合 
 ア 講師料及び講師の旅

費 
イ 会場借上料 
ウ 教材費 

⑵  研修会へ参加する場合 
 ア 受講料 
 イ 旅費 

交付対象経費

に２分の１を

乗じて得た額

（当該額が１

０万円を超え

るときは、１

０万円） 

中小企業基本法（昭和３８年

法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者のう

ち、本市の区域内に主たる事

務所又は事業所を有する者で

あって、１年以上事業を営む

もの。ただし、次のいずれか

に該当する者を除く。 
⑴ 発行済株式の総数又は出

資価額の総額の２分の１以

上を一の大企業者（中小企

業者以外の者をいう。以下

同じ。）が所有している中

小企業者 
⑵ 発行済株式の総数又は出

資価額の総額の３分の２以

上を大企業者が所有してい

る中小企業者 
⑶ 大企業者の役員又は職員

を兼ねている者が、役員総

数の２分の１以上を占めて 

新商品等開発支援

事業補助金 
中小企業の新

商品の開発等

支援すること

により、経営

基盤の強化及

び地域経済の

活性化を図る 

新商品等の開発又 
は既存商品等の改 
良 
 

 

次に掲げる額の合計額 
⑴ 原材料費 
⑵ 機械工具費 
⑶ 産業財産等取得費 
⑷ 委託費（外注費） 
 

交付対象経費

に２分の１を

乗じて得た額

（交付の対象

となる者が日

本標準産業分

類（平成２５

年総務省告示

第４０５号）

の大分類Ｅ－

製造業に該当

する事業を営 



 

 

    むものである

場合にあって

は１００万円

を限度とし、

その他の事業

を営むもので

ある場合にあ

っては５０万

円を限度とす

る。） 

いる中小企業者 

生産性向上設備支

援事業補助金 
 
 
 
 

中小企業の生

産性の向上を

支援すること

により、経営

基盤の強化及

び地域経済の

活性化を図る 

生産等設備の改良 
及び設備投資 

次に掲げる額の合計額 
⑴ 機械工具費 
⑵ 外注加工費 
⑶ 技術導入提携費 
 

交付対象経費

に３分の２を

乗じて得た額

（交付の対象

となる事業が

カーボンニュ

ートラル又は

デジタルトラ

ンス―メーシ

ョンに該当す

る事業である

場合にあって

は１２５万円



 

 

を限度とし、

その他の事業

である場合に

あっては１０

０万円を限度

とする。） 
展示会等出展支援

事業補助金 
販路拡大を目

的とした展示

会、見本市等

への出展を支

援することに

より、経営基

盤の強化及び

地域経済の活

性化を図る。 

国内外の展示会、

見本市等への出展 
次に掲げる額の合計額 
⑴ 展示会等出展費 
⑵ 展示会等運営費 
⑶ 展示会等借損料 
⑷ 広報費 
⑸ 雑役務費 

交付対象経費

に２分の１を

乗じて得た額

（当該額が２

０万円を超え

るときは、２

０万円） 

  


